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別表３ 対象とならない経費

・県外事業者が行った工事費

・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関係のない工事費

・過大な空調設備工事

・工事の伴わない備品購入費（机、椅子、冷蔵庫、自動車等、汎用性があり、目的外使用される

可能性があるもの）

・既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処置費等

・設備に関わる消耗品等

・人件費、不動産の購入費、事務所や店舗にかかる家賃、駐車場料金、保証金、敷金、

移転経費、新規開店に要する経費 等

・転売目的のある備品

・マスク、消毒液、アルコール液等の衛生用品 等

・空気清浄機、次亜塩素酸噴霧器、エアカーテン、紫外線照明等

・見積書（明細）、請求書、領収書などの証拠書類が提出できないもの

・国、県、市町村等の他の補助金等により、補助対象となっているもの

・光熱水費、通信費、雑誌や新聞の購読料、機器のリース等のランニングコスト

・借入金などの支払利息及び遅延損害金

・商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、自社振出・他社振出

にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済

・各種キャンセルによる取引手数料

・補助金応募書類、実績報告書の作成・送付・手続きに係る費用

・トイレの改修工事

・壁紙等の張替え

・消毒作業の外注費、換気設備等の清掃費

・飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する経費

・団体の会費、賦課金、フランチャイズ契約、代理店契約の加盟金、契約金等

・保険料、貸付金、損失補償、租税公課

・産業財産権取得のために特許庁に納付する出願手数料、審査請求料、審査請求料、登録料等

・自宅兼店舗（事務所）に整備しようとする経費

（事務所の店舗、事務所が明確に分かれている場合には事業に使用する部分のみ対象）

・移動が可能な備品を設置するための工事費

・対象外経費が含まれている工事費

・社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの

・明らかに補助事業に必要のない工事、工事に伴う備品購入費

・補助事業の目的以外で使用するもの

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費


